
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千歳市では、すべての妊婦さん・子育て家庭が安心できる環境づくりやお子さんの健やかな成⾧を
応援することを目的に事業を開始しました。相談を通じ、ご家庭に寄り添ったサポートを有効に活用
いただく、「相談」と「給付金」の一体型の事業です。 

妊 娠 期 産 後 出産 

妊婦のための支援給付事業 
（国の妊婦のための支援給付） 

千歳市 

母子手帳交付（妊婦ネウボラ） 

 

妊婦ネウボラ 

（妊娠８か月アンケート） 

こんにちは赤ちゃん訪問 

５万円支給 ５万円支給 
妊婦のための 

支援給付金（１回目） 

妊婦のための 
支援給付金（２回目） 

保健師、看護師等と面談を行い、 

母子手帳を交付します。 

面談時に「妊婦給付認定申請書」を

お渡しします。 

必要書類と一緒にご提出ください。 

「妊婦認定給付通知書」により 

給付決定のお知らせをします。 

妊婦さんに５万円支給 

（口座振り込み） 

相談のための問診票を 

郵送します。 

ご記載いただいた内容

に応じて、電話や面談

での相談を行います。 

ご心配なことなどを 

記載し、返送してく 

ださい 

事前に日程調整を行い、 

保健師、助産師が訪問します。 

「胎児の数届出書」の 

書き方をご説明いたします 

（「胎児の数届出書」は、妊娠期

にネウボラファイルに入れてお

渡しします） 

「決定通知書」により、 

給付の決定をお知らせします。 

妊婦さんに妊娠している 

こどもの人数×５万円支給 

令和７年４月１日開始 対象は裏面をご覧ください 
 

※医師が胎児心拍を確認したことをもって、本事業における「妊娠」と定義します。 

※流産・死産となった場合であっても、胎児心拍が確認できていた場合は対象となります。 

※胎児心拍を確認後、流産・死産した場合は、その日をもって「胎児の数届出書」を提出すること

ができます。 

詳しい申請方法は裏面へ 

千歳市保健福祉部母子保健課母子支援係 0123-24-0133 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 他の自治体で同給付金による妊婦支援給付金（クーポン等含む）の給付を受けていないこと。 

② 市町村、医療機関、相談支援機関等との情報確認・共有について同意があること。 

 

 

 

 １回目 ２回目 

提
出
書
類 

□ 妊婦給付認定申請書（第１号様式） 

□ 口座番号の確認ができるものの写し 

（例 通帳、キャッシュカード等） 

□ 胎児の数届出書（第２号様式） 

□ 口座番号の確認ができるものの写し 

（例 通帳、キャッシュカード等） 

※１回目、２回目ともに妊婦さんの口座への振り込みとなります。必ず妊婦さんの口座を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給付金 １回目 
①令和７年４月１日以降に妊娠届を提出された方 

②令和７年４月１日時点で妊娠していて、出産応援給付金を受け取っていない方 

令和７年４月１日以降にご出産された方 

（妊娠 32週以降の申請も可能ですが、基本的には出生届後の申請をお願いしています） 

1 給付の対象となる方 

給付金 ２回目 

２ 給付内容 

給付金 １回目 妊婦一人あたり５万円 

給付金 ２回目 妊娠しているこどもの人数×５万円 例：双子の場合は 10万円 

３ 給付要件 

４ 申請について 

５ 給付について 

 給付決定後に市より決定通知書を郵送します。給付までお時間がかかる可能性があります。あらか

じめご了承ください。 

 申請書にご記入いただいた銀行口座にお振込みします。 

６ 注意事項 

 虚偽の記載があった場合、支給した給付金を返還していただきます。 

 口座の不備等で振り込みが完了せず、申請受付開始日からおおむね 3か月以内に、市が申請者に連絡・

確認できない場合、この申請が取り下げられたとみなされます。 

 給付金２回目の申請用紙は、母子手帳交付時（妊娠中の転入に関しては妊婦健診受診券交換時）にお渡

ししているネウボラファイルに入っています。 

 流産・死産・人工妊娠中絶をされた方は、その事実があった日以降に胎児の数届出書（第２号様式）を

提出することで、２回目の給付金を受けることができます。 

千歳市保健福祉部母子保健課母子支援係 0123-24-0133 


